
議案第９４号     入間市国民健康保険条例の一部を改正する条例  
条例 別記のとおり     令和３年１１月３０日提出  

入間市長  杉 島 理一郎         提 案 理 由   健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額を改定したいので、この案を提
出するものである。       



 
   入間市国民健康保険条例の一部を改正する条例  
入間市国民健康保険条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のように改正する。 
第６条第１項中「４０４，０００円」を「４０８，０００円」に、「１６，０００円」を

「１２，０００円」に改める。 
附 則 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 
２ 改正後の入間市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適
用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 


